
滋賀県立

　今年の2月に、県民の方にも、情報が探しやすく、わかりやすい内
容のウェブページにリニューアルしました。
　トップページから検索する際、知りたい情報を少ない操作で確認で
きる工夫をしています。また、スマートフォン画面対応も行い、出先
や急な検索時に、最適な画面での情報確認ができます。 是非、ご活
用ください。

外来診療のご案内

診察予約について
当センター外来患者さんの診察については、予約専用ダイヤルで予約を受け付けています。
（メール対応はしておりません）
予約電話受付時間：13時から16時30分まで（平日のみ）
予約専用ダイヤル：077ー567ー5023
※緊急時については、代表電話077ー567ー5001で対応しています。

〒525ー0072　滋賀県草津市笠山八丁目4番25号

滋賀県立精神医療センター

ホームページでもご覧いただけます
http://www.pref.shiga.lg.jp/e/seishin/

Tel：077(567)5001 / Fax：077(567)5033

月 火 水 木 金

○一般外来・内科
思春期専門外来
アルコール専門外来

○
○

○

○

○
○

○

○
※予約専用ダイヤルにて予約をお取りください。

　診療日　 月～金曜日
　休診日　 土・日・祝日・年末年始

 JR瀬田駅から
1.バス（滋賀医大方面行き）
　◆大学病院前下車　徒歩10分
　◆歯科技工士専門校前下車 徒歩５分
2.タクシー　約15分

 JR南草津駅から
1.バス（草津養護学校行き）
　総合福祉センター前下車徒歩１分
2.タクシー　約10分

 自動車
新名神高速道路
草津・田上ICから約５分

● ホームページのリニューアルについて
● 光トポグラフィ―検査の開始について
● 新任職員の紹介について
● 看護の日について
● 医療観察法病棟入院対象者の状況について
● アクセス・受診案内

ホームページの
　　　リニューアルについて

　うつ病の鑑別診断補助の機器である「光トポグラフィー装置」を導入しました。
　こころの病は、脳の働きと関係しています。脳が働くと、そこに血液が多く
流れるようになります。脳の働きが不調になると、脳の血液の流れにも変化が
あらわれます。
　光トポグラフィー検査は、脳の血液の流れを知ることで、こころの様子を調
べる検査です。
　光トポグラフィー検査は、平成26年度に機能性精神疾患の臨床検査として初
めて保険適用された検査です。当センターでは滋賀県初の保険適用病院として
6月から1泊2日の「光トポグラフィー検査入院プログラム」を開始します。

光トポグラフィ―検査の開始について

交通のご案内 第21号　平成28年６月発行

▲日立製作所資料より抜粋



医局
　4月より赴任しました稲垣と申します。
　より県民に近い当センターにて、治療に携われることは、この上ない幸せなことです。
　思春期青年期における精神疾患の診断と治療を得意としておりますが、持ち味は、
あらゆる精神疾患に対応できることです。10年間滋賀医科大学精神科において活動
し、特に近5年間は滋賀医科大学地域精神医療学講座のリーダーとして、滋賀県にお
ける児童青年精神医療の実態把握と発展の方向性を探って参りました。
　残念なことに、現時点で滋賀県の常勤精神科医には児童青年精神医学会認定医がお
らず、小児精神神経学会認定医も精神科医には1人もいない、という状況にありま
す。児童を対象とした精神科の専門病床もなく、各方面からこの専門病床の設立を求
める声があがっています。私は、認定医申請中の身ではありますが、滋賀県の子ども
達の明るい未来のために、そして子ども達だけでなく全ての県民の皆さんの精神的健
康に寄与できるように、「診る」だけではなく「治す」精神医療を、ここ滋賀県立精
神医療センターで展開して参ります。今後とも皆さまのご支援のほど、よろしくお願
いいたします。

看護部
新任看護師5名に、1年後の自分の目標を語ってもらいました。

精神保健福祉士と作業療法士が各1名、新任で勤務しています。
よろしくお願いします。

　患者さんやご家族に真摯に向
き合い、地域で安心してみなさ
んが暮らせるように、ともに考
えていきます。よろしくお願い
します。

精神保健福祉士　佐藤

　ナイチンゲールの生誕日である5月12日が「看護の日」と制
定され、毎年各地の病院などでさまざまな取り組みが行われて
います。
　当センターでは、5月9日に「看護の日」のイベントして、外
来ホールにおいて、おおつ光ルくんと一緒に体操やじゃんけん
ゲーム、三線演奏会、デイケアメンバーによる合唱などを行
い、多くの方に楽しんでいただきました。また、入院や通院さ
れている患者さん、デイケア通所中の皆さんの作品展示を行い
ました。5月12日の昼食は、メッセージカードを添えた「看護
の日」特別食を提供させていただき、皆さんに看護のこころを
お伝えしました。

性　　別：男性18名、女性２名
出 身 地：滋賀県８名、京都府４名、大阪府３名、兵庫県2名、和歌山県２名、福井県１名
年　　齢：20歳代１名、30歳代５名、40歳代８名、50歳代３名、60歳代２名、70歳代１名
疾　　病：精神作用物質使用による精神および行動の障害２名
　　　　　統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害１４名、気分（感情）障害２名
　　　　　成人のパーソナリティおよび行動の障害１名、心理的発達の障害１名
対象行為：殺人２名、殺人未遂５名、放火３名、強盗１名、傷害10名、
　　　　　強制わいせつ未遂１名（放火と傷害、強盗と傷害の重複が各1名）
治療ステージ：急性期３名、回復期７名、社会復帰期10名

　患者さんに満足していただける
医療サービスを提供できるよう、
尽力したいと思います。病院から地
域への橋渡しができるよう職員の
皆さんと協働していきたいです。

作業療法士　真下（ましも）

地域生活支援部

看護の日について

～医療観察法病棟入院対象者の状況～　平成28年６月１日現在

新任職員のご紹介

稲垣貴彦医師

　単科の精神科病院の職員と
して、また看護の専門性を
しっかりと持ち、考えを言語
化できる看護師でいたいと思
います。患者さんと一緒に悩
み、成長していきたいです。

井手

　疾患や症状の理解に加え、
患者さん一人ひとりの個別性
を考えた関わりができるよう
になっていたいです。今は、
看護師１年目で右も左もわか
らないですが、１年後には看
護師としても人としても自信
を持って成長したといえるよ
うになりたいです。　　    原

　精神科の看護師として
ふさ

わしいコミュニケーショ
ン技

術を身につけ、患者様に
寄り

添える看護師になりた
いで

す。また、他職種の方
との

チームアプローチを行い
、退

院支援などの取り組みを
行っ

ていきたいです。
衣斐

　患者さんが安心して退院で
きるような看護ができるよう
になりたいです。そのため
に、患者さんとのコミュニ
ケーションの基本を学び、信
頼関係を築けるように頑張り
たいです。

東﨑

　経験や知識はまだまだ少な
いですが、その中で自分ので
きること、どうすれば患者さ
んにより笑顔になってもらえ
るか考え看護できるように
なっていたいです。コミュニ
ケーション力を磨いて患者さ
んと上手く関われるようにな
りたいです。

礒村

さん しん
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